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漁業の展開過程一坊泊の鰹漁業（四）
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1．船主組合と餌漁場支配

承前，枕崎と泊坊における明治年間の鰹漁業発展の異相がもっている意義は，もっと，承前，枕崎と泊坊における明治年間の鰹漁業発展の異相がもっている意義は，もっと，掘

り下げる必要がある．

前掲，「日本漁村の構造類型」によると，封建制下に餌漁場の独占を目的とする船主ツン

フトが形成され，船付，乗付という封建的生産関係に支えられて，新規増営者を，しかも，

動力化による生産旋回の時期まで阻止したことになっており，明治以後の坊泊鰹漁船が増加

しない理由も説明されるかに見える．

しかし，ツンフトにせよ，労働関係における家父長制にせよ，表現的には典型的な型をと

っても，ここにおける本質を把握しない限り混乱は避けられない．たとえば，これらの封建

的諸関係は結論的には生産力の発達，沖合遠洋漁業化を媒介として，決定的には動力化によ

って止揚されるものであるから，その間に多くの変質過程があり，ツンフトの支配力も，ま

た，変化してゆくのである．だから，その変質過程こそが重視されねばならないのであるが．

これを一般的に規定づけると混乱を生じ易い．具体的には明治15年の代言事件，２０年頃まで

に一般化した水場から間船方式への配当方法の変化など，ツンフトが支軸とした生産関係の

変質を，代言事件については「これは住民を中心とする緊縛，奴隷的関係から，より自由な

近代的労資関係への変質的な出発点であり，根本的には漁の発達がツンフトの体制を崩しつ

つ近代的生産関係を形成した」（前掲漁村類型）ものと認めながら，餌漁場支配は変質する

ことなく存続するという混乱を生じている．

この混乱を避けるためには，まず，ツンフトによる餌漁場の独占を正確に把握しなければ
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ならない．ツンフトの実体については「内容を明らかにする資料はまだ見出されていない」
と書かれているとおりであるが，手がかりとしては坊津拾遺史（註）によって明治以前の鰹
漁業の模様が得られる．

註．森吉兵衛氏著．明治15年

「安永寛政の間両村（坊と泊，筆者）に４－５名開業す．漁況未振はず．享和文化の間坊泊の

士伊勢知善平商人森吉兵衛の製造家興り此時漁況漸く振起し来り随て漁師乏しきを以て他村の窮

民を移植し漁戸となすを発明す．爾来製造家此法に原き続々 増加し文政12年に至り坊村鰹船８峻
泊村６艦となる……

天保３年鹿篭と漁場の葛藤を生じ訟事３年を経て解く．此時製造家坊村１０名漁船１１組泊村４名

船６組なり……天保１０年始めて簡蓬帆に改良す．天保安政の間最も盛にして坊泊製造家16名泊村

鰹船23組に増加し大漁の年は１組に生魚２万尾小漁も１万尾内外にして其製額年々 １００万本以上
に上り此際製造家の馬関大阪等へ直輪出するもの３－４名出づ……文久より明治１年迄３－４名
開業し鰹船27組となる……」

註．鹿篭は枕崎の旧名．製造家と船主は兼ねる場合が多かった．

享保の唐物崩れ（密貿易の手入）から鰹漁業がはじまって，明和年間には４膿しかなかっ

た船数は上述のような増加を見せている．なお，安政年間，薩摩藩によって鰹節の統制が企

てられたが，坊泊の業者の抵抗によって実施されなかった事実から，当時すでに，鰹節の商

品化が本格的になっていたこと，また，当時の業者が相当の力をもっていたことが理解され，
天保安政の間の繁栄もうなづかれるところである．

ともかく，明治以前に増大した船主（製造家）がツンフトの実体であるに違いない．そし

てツンフトが，商品生産が進展するに従って増加してくる新規営業者に対して餌漁場の独占

的特許を得て，旧船主の権益を守るために形成されるものとすれば，天保安政の間には，す

でに形成されていたことになろう．そうすると，明治はじめまで増加を続けて最多数の27組

に達したことはどのように解釈すべきであろうか．拾遺史のなかで「他村の窮民を移植し漁

戸となすを発明す，爾来製造家此法に原き続々発生す」と書かれていることは，封建制下の

商品生産の展開に労働の確保が極めて重要であり，労働問題が大きな制約であったことを証

明している．これに反して餌料の制約は見出されない．鹿篭（枕崎）との餌漁場の葛藤は両

村の境界をめぐっての漁場の所有争いであり，餌漁場の豊富が鰹漁業の発展に必須な条件で
あることは認めても，新規増営の排除とは無関係である．

註．もともと紛争になった漁場は枕崎の入漁を認可したところであったが，たまたま，そこにカ

コ瀬なる場所があり，それを鹿寵の所有であると主張したことから紛争が起ったのである．

「そこで船主は組合をつくり，自己の利益を図るとともに新規増営船の侵入を防止する唯

一の武器とした」（漁村類型）といわれる餌漁場の独占は明治以前の段階では証明されなく

て明治以後の船数の増加しないというよりむしろ減少している事実と，坊泊水産誌に「当業

者が対外的にも金城鉄壁とせし餌漁業」と書いていることによるものであろう．明治以後，
餌漁場は次のような公許過程を経ている．

明治９年，太政官布告により区画を設け各営業中鰹餌場借区免許を受く．

同１２年，県の達示により鰹餌業者２－３名宛の名儀にて各漁場を分割し許可を受く．

同１６年，県令により鰹漁業者一同連名にて免許を受く．

同２６年，漁業組合準則により岬漁業組合長森吉左衛門名儀にて認可を受く．
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同３３年，県令により森吉左衛門外17名連名にて専用免許を受く．

同３６年，漁業法実施により森栄左門外17名にて特別漁業の免許を受く．

同４０年鰹会社に譲渡す．

註坊泊水産誌．

上の権利の主体は多くは旧来からの船主であったとしても，その組合をツンフト的船主組

合といえるかは疑問である．

そもそも，餌漁場の権利を確保して新規増営者を排除する場合も資源的意味からではない．

その例証は，すでに，天保年間においてすら餌漁場を求めて坊泊との境界を侵した枕崎で，

明治10年から30年の間に船数が３倍に増加した事実から認めることができる．その時代の鰹

餌料漁業は，必要に応じて獲得するものであるから定置漁業などの漁業権がもっている排他

性とは大いに異る．この点が枕崎の鰹漁船の増加に際して餌漁場の制約が見られなかったゆ

えんであろう．それゆえに，坊泊の船主組合（後には坊泊鰹昌漁組合と称した）が旧来のツ

ンフトの後継者としても，単なる占有関係からは新規増営者を阻止する力が生じないことは

枕崎の例が示すところである．

そこで坊泊の船主組合が餌漁業において強い排他性をもったとすれば，船主組合が強い排

他力をもっていたからであるが，この力は古い封建特許的占有関係がそのまま続いた形でも

っている力でない．そのような古い諸関係が商Ih11生産の一層の展開によって変化される形の

なかで，たとえば枕崎での船の多数化に対して坊泊は集中拡大化という発展の形のなかで，

また，配当方法における間船形式の採用という変質過程のなかで確立した力であることを知

らねばならない．

つまり，表面的には餌漁場占有による排他と兇えても餌の資源的意味からではなくて，鰹

漁業の内部にもっている秩序維持のために排除される関係を見ることが必要である．そして，

その排他が古い時代に行なわれず，鯉船が減少してゆく時代に行なわれる事実は，その間の

変質過程を理解する必要を示している．

なお，「金城鉄壁」とした餌漁業権が具体的に働いた例は「22年には泊日高船，２４年には

石井船，３５年には野村船等に対する組合外船餌漁場侵害に関する訴訟事件があった」（坊泊

水産誌）と記載されているが，その訴訟によって鰹漁業を放棄したかは不明である．

２．船主と釣子

以上で坊泊の鰹漁業における歴史的規定のうち，ツンフトによる餌漁場の独占，新規増営

の排他は，結局，内部の生産関係，すなわち，主には労働の諸関係に規制されることを説明

した．ゆえに，明治以後の漁船の数的停滞，大咽化も生産関係の変化のなかから説明されね

ばならない．

生産関係は船主と釣子という関係でとらえられるが，それには明治以前のものから出発せ

ねばならない．

イ，船主

前掲拾遺史によると，文政12年の14膿が天保３年17組，天保安政の間に23組と漁船の増加

を見せている．そのなかで天保当時の森吉兵氏は３組の漁船を経営したという．鰹漁業では，

多数の労働を要すること，しかも消耗度が高いこと，一方には厳しい身分制度が存在する封
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建社会では労働の問題は，まず確保し補給することに困難があった．その時代に３組もの経

営者が存在したことは，商品生産がすでに深く行なわれていることを示している．また，鰹

節販売の面から見ると「文政４年に坊村の製造家森吉左ヱ門なるもの創めて輸出の販路を大

阪兵庫に向く」天保安政の間「製造家の馬関大阪等へ直輸出するもの３－４名出づ」という

ように商品化の進展がうかがえる．なかでも次の仕切書は当時の船主の繁栄を証明するもの

である．

切仕

．，坊津鰹節150本入１１肌

又53本肌

正味目方967貫700匁

２２７匁５分８厘

代銀22貫２２匁９分１厘

．，天草鰹節285本入１０肌

又59本頭上り

正味目方87貫300目

２３０匁４分

代銀２貫９匁６分４厘

.’五島鰹節150本入1Ｗ（

160本入１０肌

又140本入１肌

正味匁方201貫400目

２０７匁３分５厘

代銀４貫176匁２厘

，五島荒浮節150本入６吸

又５５本１瓜

正味目方１５０貫３００目

１４０目

代銀740匁２分

合銀２８貫９１２匁７分７厘

右之銀相渡此表無出入相済申候以上

天保13年寅９月

泉屋八右ヱ門⑲

森吉兵衛殿

同岩吉殿

註．大阪の泉屋からの仕切書を書き写したもので，そのときの全販売額は２千両といわれるもの

の一部である．

この仕切書のなかで天草鰹節は森氏が蒐貨したものであり，五島製品は森氏出資のも０この仕切書のなかで大草鰹節は森氏が蒐貨したものであり，五島製品は森氏出資のもので

あった．つまり，生産者であるとともに，商業資本家であり，投資者であったことを示す．

また別の森家も明治中頃には小作米140石を納めていたといわれる．
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封建制下の漁業生産の発展には前に述べたように労働の制約が大きい，拾遺史に他村の窮

民を移植して漁戸となすことが発明されてから鰹漁業の発展があったと書かれていることが

何より証明する．しかし，この方法は大きな資力を必要とすることはいうまでもない．上に

あげた坊泊における資力があってこそ大量の労働力を確保し得たのである．そして，すでに

商品生産者として存在したことに注目しなければならない．窮民の移植は文化年間にはじま

っているが，森家の例が示すように，すでに天保安政の間には３組の経営者となっているの

である．

ロ．船付，乗付

船主と釣子との関係について，もっとも目につき．かつ，とりあげられる関係は船付，乗

付の制度である．しかし，この制度は上に述べたところの商品生産者としての船主との関連

でとりあげなければ，その正しい把握ができない．

とくに，幼児から育て上げて釣子にしたという船付は，窮民を移植するよりも，もっと資

力を要する，つまり労働力を生産するもので恐らく移植すべき窮民も少なくなった際に，な

お必要な労働力確保のために行なわれたもので，当時の商品生産の頂点の一であろう．幼児

を育てて釣子となす例は一般に見られるところである．たとえば，明治12年の枕崎船主釣子

定約書にも「孤児等を船主に於て養育し成長の上家屋財産を与へ釣子となし来り候例も不

少候」（註．鹿児島県漁業規程榛墓の参）と出ているとおり．しかし，これと船付とは段階を

異にしている．船付は高度の商品生産が積極的につくり出した生産の制度であって枕崎の場

合とは量的にも大き差がある．前記の森家には一時20人の子供が養はれたという．このよう

な例は鰹漁業の場合には全国的にも稀であり，それだけに商品生産の進展がうかがえる．

さて，船主と船付の関係は，緊縛という面から見ると，まさに両極を示す．譜代的主従の

関係として他のいずれの釣子よりも強く緊縛され，対立する関係にある．しかしながら，他

面において商品生産の主役として密接な関係を保つことになる．「‘情義上最も緊密なる間柄」

と坊泊水産誌に書かれているとおりである．たとえば，船主は拡大してゆく商品生産の組織

の中核として舟子を利用したごときがこのことの証明となる．

例１，坊の一角に寺と称する13戸の集落があるが，これは全部船付の子孫である，家は改

造しておるが，屋敷は当時の船主から貸与されたもので，明治末から昭和にかけて買いと

っている．船主は詞の屋号をもつ森家である．

出身地について判明したものをあげると，栗野一坊から４キロの距離にある農村部落で

１３才のときに来ている．いま一つは，金山一現在枕崎内一からで，それ以前は大阪の河内

出身というから，鹿篭金山に技術者として来て，金山が溌鉱になって養はれたのであろ

う．そして，１３戸の全部が，いわゆる親方船の漁携長の経験があることは注目されてよい．

例２．親方と船付の特別の'情誼関係は，多くの変質を経て大正時代まで続いた例もある．

いくつかの歓誘のなかから落ち目にあるもとの親方の漁携長を引受け，しかも，自分の貯

金を引き出して出資の約半ばを用立てた例がそれである．その場合，船主個人は余り信用

しなかったが親方の家をつぶらせたくない為だったという．（本人談)．

ハ．船主と釣子

船付は以上のように坊泊の鰹漁業の生産関係の大きな特徴を示すものであるが，その本質

理解のためには，なお一層の分析が必要である．
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まず，幼児から育てて釣子となす方法は明治前40年頃までで絶えていることである．船付

は，いはば，封建制度と商品生産の矛盾から生まれたもので，船主にとっては先行投資であ

り，過剰の投資になる場合もあった．だから，封建制度が崩れはじめ労働の補給が容易にな

ると自ら嬢止されてゆくことになる．その事‘情は知らねばならない点である．

つぎに，釣子は船付，乗付ばかりであったのではないということである．そもそも，封建

体制下の鰹漁業は坊などの商品生産を頂点として部落共同体的なものまで多くの段階があり，

それに応ずる生産関係の模様もさまざまである．同じことは坊泊自体の内部にもいえるので

あって，坊泊の船主がみな船付，乗付をもっていたわけでない．むしろ，船付，乗付をもっ

ていたのは前記の森家など，数戸の船主に限られていたのである．

叶注．調査したところによると,詞,詞，舎，舎などの屋号をもつ森家の船村が実証されたが他の

船付は見出されなかった．
みずな

１苅に述べた水揚配当方法の内容から察せられるように，①乗組員家族に対して老幼にも収

益を与える．②出産，葬式，歳末などに補助する．③分家するものには家屋を与えるなど船

主と釣子の関係は，鰹漁業の発展の歴史を反映して，共同体的なものから封建制下の商品生

産の段階に相応するものが存在した．船付，乗付はその当時の商品生産の頂点に立つもので

あるから，船付，乗付と船主との関係を，そのまま釣子と船主との関係に置き換えることは

できない．

そこで釣子を総体的にとらえなければならないが充分の資料がない．ただ，拾遺誌に，

「文政４年の調に漁船坊村46綬泊村２賎，戸数両村合して584戸内坊村浦人97戸泊村同８３

方今戸数両村にて1200戸内戸，坊村674戸にして漁戸300余戸漁船坊村148膿内製造家の所

有船は20鰻而漁師450名余漁児150名余他村より雇漁師年々 380名也」

と書かれたところから推察はできる．文中，方今とあるのは明治16年のことであるから文政

４年からは60年以上を経ていることになるが漁師450名のなかには，もともとの住人である

浦人の子孫が半数以上は存在したであろう．その他に．自由に移往して来たものもあれば，

坊泊の農村から析出された漁師も存在する．とくに，明治に入ってからの農村からの労働析

出は鰹漁業の変質につながる重要なことであるが，その村内からの模様は前に発表したとこ

ろである．このような事′情を考慮すると船付，乗付が全体の釣子の中に占める比重は少ない
ことが推察できる．

また．さらに，他村よりの雇漁師年々380名という事情が加わる，たとえ，明治以後に増

加したであろうことは認めても．全労働の半ば近くが急激に雇はれるはずがなく，すでに明

治以前に相当の数を占めていたに違いない．他村からの雇漁師については後述するが，こ

のことは労働補給が船付，乗付という先行投資的負担をしなくても可能になったことを意味

し，船付の養成の溌止原因にもつながるのである．かくして，釣子総体の中で船付，乗付の

占める比重はますます少なくなったのである．

以上に説明した船主，船付，釣子の実体から船主と釣子の関係は理解されねばならない．

その関係を船付，乗付という制度からのみ見ると本質を見失うことになる．船付，乗付制度

は一面においては船主による労働の緊縛を，しかも最高の度合に示す．譜代網子の生成，住

居関係を中心とする主従関係での緊縛，出生から生長まで特定船への緊縛固定化など封建的

関係の典型として受けとられるものを示している．しかし，この船付・乗付は，上述したよ
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うに，封建体制下の商品生産がもたざるを得ない矛盾の産物であって，その頂点に立つもの

であった．だから，従属関係から見ると，もっとも強い封建的‘性格と他面では商品生産の担

い手としての性格をもつものであるが，その封建的‘性格の面だけをとって，しかも，これを

船主と釣子の関係として規定すると，早くも明治15年に代言事件を契機に変質してゆく事‘情

が理解出来ない．古い関係は商品生産の進展によって変質させられてゆくことは当然である

が，大事なのは，その変質過程であり，その経過である．

そこで船主と釣子の関係として見る場合の釣子は，船付，乗付を頂点として，浦人，後れ

るが農村からの雇漁師などの総体であらねばならぬ．そして船主との従属関係から見ると，

船付，乗付，乗付ほどではなくても特別の関係あるもの，（註１）船主に属しないもの，（註

２）賃銀労働者が主である他村よりの雇漁師，（註３）の順となる．

註１．明治11年の秋目浦（現在坊津町）の船主釣子定約書に「釣子共と船主共と示談し定船の手

を離れ他の産業に転する者或は旧業に立戻り何等の営業をなす時和熟の上其の目的ある者は船主

に於ても柳束縛其釣子の自由たる可き事．釣子柳の事故を口実とし故障を申立其船主釣子中の意

に倖り出精せず再三説論し聞入れざる時は是迄の貸金を合計して相受け貸付の家屋敷を収め同釣

の船は共々漁猟するを許さず」（県漁業規程樵纂）のなかで見られるように家屋敷の貸与は随所

で行なわれた．しかし，乗付ほどの従属関係ではないことは上文で察せられる．坊泊でもこのよ

うな関係が多かった．その関係を秋目では定船といっているが，坊泊，とくに泊でも定船，定カ

コと呼んでいた．

註２．釣子でも定まった船主がないものもあった．枕崎の聞船を最初にはじめた木原氏もそうで

あった．ただし，木原氏は賃取りとしてであった．

注３．他村とは何処かは判明しないが，加世田小湊，笠沙，久志などに雇はれた人がいるから，

恐らく南薩一帯の漁民が多かったであろう．もちろん、農民もいた．現存する老人（加世田小湊

のもと農民）の場合，枕崎の船に雇はれたが，出稼の理由は現金収入のためであったという．日

給制が主であったが稀には配当を望んだものもあったという．坊では賃取と呼ばれる階層がいた．

「日給制にして賄付１日７銭より１０銭迄年々差異あり．外に割出と云うて釣高の幾分の慰労金を

増給した，割出は総高の７－８分に相当した」（坊泊水産誌）但し賃取りは雇漁師だけでない．

以上のような釣子の構成のなかで船主との関係ではより自由な層が数的に大きな比重をも

ってくる．雇漁師380名という数字が何より証明する．その状況下で封建的関係が急激に破

壊されることは鰹漁業の性質から理解される．すなわち，鰹漁業は多数の労力を必要とする．

労力が少ない場合には，だから，ある程度の，時には大部分の労力を確保する力があるもの

だけが経営し得たのである．反面，その労力確保のためには土地家屋までの面倒を見た．い

きおい，その為の経費として船員への配当は少ないことになる．しかし，関係外の釣子にと

っては，この配当は不満足であった．それでも抵抗できなかったのは自由な労力の不足のゆ

えであった．労力の流入は，このような事情を一変させ，彼等は彼等だけで旧船主に対抗す

る船を経営することが可能になった．間船もその一つである．一方，隷属下の釣子は不満は

あっても離れて頼るところがなくて隷属したのであるが，状況の変化によって隷属から脱す

る機会を得たのである．

つまり，労働力不足を前提として労力確保のために組み立てられた古い関係は，労力豊富

になって破壊されていったのである．とくに，明治に入って漁況が振わなくなると急速に解

体してゆく．実証は明治11年，１２年にかけて秋田，枕崎，小湊から県に呈出された船主釣子
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定約書から得られる．

「船主釣子親睦を旨とし共に互に相助相憐漁業盛大に行なわれ申すべき事，釣子毎に他

船の壮健なる同子を我船へ勝手に誘引するときは残る所の老体及び弱体の者而己にて充分

の働きも不相成…」

いずれも，引抜きが行われること，それを阻止するために契約を新にするもので古い制度の

維持が困難になった事情を物語る．

ところで坊泊においては，古い関係は早くから姿を消し，商品生産者として船付，家付か

ら新らしい労力に基盤をおいたことは，明治16年の雇漁師380名の数字が物語っている．し

かも，船付，乗付を中核として組織立てたのである．鰹漁業においては技能が生産を左右す

る場合が多い．そこで中核たる船付，乗付に技能を磨かせ，これと自由な労働者とを結びつ

けて生産の拡大をはかったのである．拾遺史には次のように書かれている．

「文久より明治１年迄３－４名開業し鰹船27組となる．漁況少しう衰え以前に及ばずといえ

ども価値一変し騰貴するの際なれば製造家も余裕にして大に船具を改良す．則ち今５間船

となり漁師１膿に30名の乗組となる.」

「今（明治16年）に業を維持するもの16名鰹船24組皆天保以前開業したるものの子孫支族

のみなり」

ここでも古いものは消えて，商品生産者として新らしい秩序を得たものは，いよいよ，拡大

していった．この状況下では資本力の低い間船などは入り得なかったのである．（未完）


